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第５ 地域推進方針の進行管理

本推進方針を効果的かつ着実に推進するためには、各施策等の進捗状況や数値目標の達

成状況の評価を「宗谷医療福祉圏域連携推進会議」において毎年度行い、評価結果に基づ

き必要があると認めるときは、推進方針の見直し等について検討します。


